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資料４

益城中央被災市街地復興土地区画整理事業
～第３回 土地区画整理審議会

仮換地（案）の個別説明について～



仮換地（案）の個別説明について
（１）個別説明の概要

事業認可後に着手した換地設計において、６月からの仮換地指定に向けて、各権

利者へ仮換地（案）を説明する。

なお、説明する内容は、個人の情報が多く含まれているため、個別にて実施する。

（２）説明方法

◆各権利者のご自宅にて説明

◆ご希望により、益城町役場仮庁舎または益城復興事務所でも対応可

※借家人にも、所有者の承諾を頂きながら説明

（３）実施時期及び日時等

◆個別説明は、４月より順次開始

なお、４月中旬までに、当方より電話連絡にて日程調整

◆土曜、日曜及び祝日に実施を希望される場合も対応可能

◆開始時間の目安は、以下のとおり

上記時間での対応が困難な場合は、電話連絡時にご相談下さい

開始時間 開始時間

① １０：００～ ③ １５：３０～

② １３：００～ ④ １９：００～
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仮換地（案）の個別説明について

（４）説明内容

① 換地の定め方

② 所有者情報の確認

・従前地の土地確認（地番、地目、登記地積）

・従前地の基準地積

・権利者の確認（相続人、共有者等）

③ 仮換地案内図及び仮換地明細図

・換地の位置、地積、形状

・各筆の減歩率

④ その他の仮換地に関するお知らせ

・小規模宅地の取扱い要領（該当者のみ）

・特別の宅地【墓地、私道敷】に関する措置（該当者のみ）

・建物（工作物）調査

⑤ 今後のスケジュール（仮換地指定までの手順）
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仮換地（案）の個別説明について

① 換地の定め方

◆ 換地の位置は、原則として施行前の画地の位置や

環境等に照応するよう原位置付近に定める。

◆ 地区の実情及びまち（木山地区）の将来像に応じ

て、土地を配置する。

◆ 被災された方の再建計画や土地利用に関する意向

確認を踏まえて、飛び換地、合併換地及び分割換地

を検討する。

4



12-6

仮換地（案）の個別説明について
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② 仮換地案内図及び仮換地明細図（イメージ）



仮換地（案）の個別説明について

③ 今後のスケジュール（仮換地指定までの流れ）
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Ｈ31.4～ 仮換地（原案）提示 説明・確認

・換地の位置、地積、形状の概略
・各筆の減歩率 など

・建物（工作物）調査の実施依頼
・小規模宅地等の意向確認（該当者のみ）

意見

Ｈ31.5～
仮換地（案）提示 説明

意見

仮換地（案）調整

画地確定の計算

・換地の位置、地積、形状の確定

建物移転等の相談

街区内での合意

仮換地指定

移転交渉（補償金の提示）

・換地の位置、地積、形状の概略
・各筆の減歩率 など

合意
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